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船舶事故調査報告書 

 

                              平成２５年３月７日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年６月７日 １５時００分ごろ 

発生場所 石川県輪島市猿山岬北西方沖 

 猿山岬灯台から真方位３０６°２６.４海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３７°３４.９′ 東経１３６°１６.６′） 

事故調査の経過  平成２４年６月２５日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二十六清栄
きよえい

丸、１０.０トン 

   ＨＫ２－２２３４１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.２５ｍ（Lr）×３.７１ｍ×１.０３ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４２６.５９kＷ、昭和６０年４月 

Ｂ 漁船 第三北
ほく

進
しん

丸、９.７トン 

   ＡＭ２－６３４１（漁船登録番号）、個人所有 

   １４.９５ｍ（Lr）×３.７０ｍ×１.４２ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、４７８.０８kＷ、平成５年６月９日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ６１歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５５年８月１２日 

    免許証交付日 平成２２年２月２６日 

           （平成２７年２月２５日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ５２歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和６０年８月３０日 

    免許証交付日 平成２１年９月１４日 

           （平成２７年８月２９日まで有効） 

 死傷者等 軽傷 １人（甲板員Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首に擦過傷 

Ｂ 船尾に亀裂 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａ及び甲板員Ａが乗り組み、輪島市鹿
か

磯
いそ

漁港から３０

０°（真方位、以下同じ。）２３Ｍ付近の漁場で魚群探索を行った

が、イカの魚影を探知することができなかったので、平成２４年６月
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７日１４時２０分ごろ、針路を約３４３°とし、約９.２ノットの対

地速力で自動操舵により別の漁場に向かった。 

 船長Ａは、操舵室の右舷側にある椅子に腰を掛けて操船に当たり、

別の漁場に向かう針路とした際、操舵室の左舷側にあるレーダーを６

Ｍレンジとして周囲の状況を確認したところ、前方に５隻の船舶を探

知したものの、距離が遠かったので視認することができなかった。 

船長Ａは、１４時５０分ごろ、レーダーで船首輝線の少し左側１.

５Ｍ付近にＢ船を探知し、エコートレイル機能により停止しているこ

とを認め、Ｂ船を左舷に見て通過することができると思い、また、い

つもより漁船が少なく、Ｂ船の他には接近する虞がある船舶もいなか

ったことから、その後は操舵室の左舷側にあるソナー及び右舷側にあ

る魚群探知機の画面を見てイカの魚影を探しながら北西進した。 

 船長Ａは、ソナー及び魚群探知機の画面を注意深く見ていたとこ

ろ、１５時００分ごろ、突然、衝撃を感じ、船首付近にＢ船のマスト

を見てＡ船の船首部とＢ船の船尾部とが衝突したことを知り、機関を

後進にかけてＢ船から離れた。 

 Ｂ船は、船長Ｂと甲板員Ｂが乗り組み、１４時００分ごろ猿山岬灯

台から３０６°２６.４Ｍ付近の漁場に到着して魚群探索を行ったの

ち、１７時００分からの操業に備え、パラシュート型シーアンカー

（以下「パラアンカー」という。）を入れ、船首を北西方に向けて漂

泊を開始した。 

 船長Ｂは、操舵室左舷後方のベッドで右舷側を向いて座り、操業日

誌にパラアンカーの投入位置などを記載していたとき、突然、衝撃を

感じ、操舵室の扉を開けて後方を見たところ、Ａ船の船首部とＢ船の

船尾部とが衝突したことを知った。 

 船員室で休憩していた甲板員Ｂは、衝突時の衝撃で左腕を打撲し

た。 

 船長Ｂは、Ｂ船の船尾部に生じた亀裂から浸水していたので、急い

でパラアンカーを揚収して自力航行しようとしたものの、船尾部が沈

下して沈没する虞があったので、甲板員Ｂと共にＡ船に移乗して鹿磯

漁港に帰港した。 

 Ｂ船は、Ａ船の僚船によってえい
．．

航中、船尾部から沈み始め、船首

部だけを海面上に出した状態で転覆した。 

 Ｂ船は、翌８日、クレーン船によって引き揚げられ、鹿磯漁港に運

搬された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ２、視界 良好 

海象：海上 平穏 

 その他の事項 

 

 鹿磯漁港を拠点とするいか釣り漁船は、同漁港を昼ごろに出港して

約３時間で石川県沖の漁場に到着し、魚群探索を行ったのち、操業予

定場所でパラアンカーを入れて休憩を取り、１７時００分ごろ～翌朝
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０４時ごろまで操業を行い、鹿磯漁港に帰港して水揚げを行ってい

た。 

 いか釣り漁船は、互いに約１～２Ｍの間隔をとってパラアンカーを

入れて漂泊しているので、船長Ａは、パラアンカーを入れて漂泊中の

他船の付近を通過する際には、航走波等の影響を与えないように漂泊

船から０.５Ｍ以上隔てて航行することにしていた。 

 Ａ船は、航行中に船首方のＢ船を視認することができないほどの死

角は生じていなかったが、船長Ａは、主にレーダーにより見張りを行

っていた。 

 船長Ｂは、パラアンカーを入れて漂泊中、１.５Ｍレンジとしてレ

ーダーを作動させていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、猿山岬北西方沖を北西進中、船長Ａがレーダーで左舷船首

側にＢ船を探知し、エコートレイル機能により停止していることを認

め、Ｂ船を左舷に見て通過することができると思い、ソナー及び魚群

探知機の画面を見ながら魚群を探索することに意識を集中して航行し

ていたことから、Ｂ船に向けて航行することとなり、Ｂ船と衝突した

ものと考えられる。 

 Ｂ船は、猿山岬北西方沖でパラアンカーを入れて漂泊中、船長Ｂが

操業日誌にパラアンカーの投入位置などを記載していたことから、後

方から接近したＡ船と衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、猿山岬北西方沖において、Ａ船が北西進中、Ｂ船が漂泊

中、船長Ａがレーダーで左舷船首側にＢ船を探知し、エコートレイル

機能により停止していることを認め、Ｂ船を左舷に見て通過すること

ができると思い、魚群を探索することに意識を集中して航行してお

り、また、船長Ｂが操業日誌にパラアンカーの投入位置などを記載し

ていたため、両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・魚群探索中であっても、目視又はレーダーにより周囲の見張りを

適切に行い、レーダーで他船を探知した場合は、動静を確認する

とともに、安全な距離を保って通過できるようにすること。 

 

 




